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（協議経過） 

１ 開会 

○中沢事務局員 

ただいまから第１回足立区地域自立支援協

議会相談支援部会を開催いたします。どうぞ

よろしくお願いします。本日はお忙しい中、

また天候も不順な中お越しいただきありがと

うございます。本日進行を務めさせていただ

きます、障がい福祉センターの中沢と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

まず最初に、お手元にお配りしている、委

嘱状についてご説明させていただきます。本

来ならば足立区長よりお渡しするところなの

ですけれども、大変恐縮ですが、議事の時間

を十分とらせていただくことを大切にするた

め、委嘱状をあらかじめ席上に配付させてい

ただきました。ご理解の程よろしくお願いし

ます。 

次に、資料もお手元においてありますので、

ご確認いただければと思います。 

資料につきましては、資料１から６までと

なっております。そちらの方でご確認をお願

いします。併せて委員の皆様につきましては、

第２回の相談支援部会の開催通知もそのあと

に添付させていただいておりますので、ご確

認いただきまして、もしご不明な点がありま

したらお手をあげていただければ、事務局の

者が伺いますのでよろしくお願いいたします。 

次に、会議内容および発言等につきまして

は、後日会議録をホームページに公開します

こと、および会議録作成のために録音させて

いただいておりますことをご了承願います。

併せて、今回の会議については公開という形

になっており、傍聴席を設けております。傍

聴の方が６名ご参加いただいておりますので、

ご了承願います。 

それでは当センター所長山本より挨拶申し

上げますので、よろしくお願いします。 

 

（１）障がい福祉センター所長挨拶 

○山本委員 

皆様おはようございます。日頃から大変お

世話になっております。足立区障がい福祉セ

ンターあしすと所長の山本でございます。本

日は、令和６年度足立区地域自立支援協議会

相談支援部会、新しい委員の皆様をお迎えし

ての第一回目となります。非常にお忙しい中、

また蒸し暑い中、お越しいただき誠にありが

とうございます。この足立区地域自立支援協

議会の目的は、障がいのある方が普通に暮ら

せる地域づくりの実現を目指して、地域にお

ける課題と取り組みなどの情報共有や、解決

に向けた協議などを行っていただくというも

のです。その本会議が、先月７日に開催され

まして、本日の相談支援部会の活動計画もご

協議いただいたところです。今年度３回にわ

たる協議となりますが、よろしくお願いしま

す。特に昨年度、足立区の相談窓口というこ

とでは、いくつかご指摘いただきまして、い

ろんな課があってどこに相談したらよいかわ

からない、そのために、相談をためらう方も

いらっしゃるのではないかという、そういう

ご指摘がありましたが、今年度、足立区役所

福祉部として、重層的支援の窓口、担当課も

設置いたしました。後ほど福祉まるごと相談

課から説明させていただきます。非常にイン

パクトの高い組織変更ということで説明させ

ていただきたいと思います。最後になります

が、少しこの場とは関係ない話となりますが、

PRになります。来週２０日土曜には、花火大

会が荒川河川敷でございます。両岸の河川敷

のところに、車いす観覧席も設置しておりま

すので、詳細は広報物をご覧いただきたいと

思います。よろしければご観覧いただければ

様式第２号（第３条関係） 
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と思います。それでは最後までよろしくお願

いします。 

 

（２）委員自己紹介 

〇中沢事務局員 

 所長からもお話ありました通り、今年度よ

り昨年の相談支援部会と比べまして、メンバ

ーも一新して、新しいメンバーさんも参加し

ながらこの会を進めていく形になります。か

くいう自分も今年からになります。まずはお

顔とお名前をしっかり自己紹介をさせていた

だく形にしまして、そこからスタートするこ

とになりますので、よろしくお願いします。

そうしましたら、部会長の小杉様からまず始

めていただく形でお願いしてよろしいでしょ

うか。 

 

〇小杉部会長 

皆様おはようございます。成仁病院からま

いりました小杉と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。成仁病院は精神科の病院

となっておりまして、主に精神障害の方の支

援に携わっております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

〇山田委員 

 おはようございます。山田と申します。足

立区手をつなぐ親の会、知的障害の子供をも

つ親の会となります。知的障害の方の相談員

も兼ねておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

〇芝委員 

 おはようございます。社会福祉法人あだち

の里、あだちの里相談支援センターの芝と申

します。今回から初参加となっております。

あだちの里ではですね、精神障害の知的の方

がメインでして、ケースがよくあるのですけ

れども、こちらの相談支援事業所では、大人

の方のみではなく、子どもの方も含めて全体

をカバーできるように計画相談を行っている

ところです。よろしくお願いします。 

 

〇大和田委員 

 おはようございます。精神障害者の家族の

会の、あしなみ会に所属しております大和田

と申します。初めて参加します。よろしくお

願いします。 

 

〇相原委員 

おはようございます。あしたば相談支援セ

ンターの相原と申します。私どもの相談支援

センターでは、主に精神障害の方の計画相談

を受けさせていただいております。私自身も

相談支援専門員として、日々精神障害のある

方の、色々な支援をさせていただいておりま

す。今年から初参加でございますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

〇青木委員 

 おはようございます。うめだ・あけぼの学

園の青木でございます。昨年度まではうめだ・

あけぼのセンターの相談支援専門員として参

加させていただきましたが、今年度うめだ・

あけぼの学園に異動となりまして、コーディ

ネーターという新しい役割で、業務を行って

おります。コーディネーターにつきましては、

先ほど追加の資料を配付していただいており

ます。そちら見ていただければと思いますが、

役割変わりましたけれども、一生懸命務めさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

〇草野委員 

 おはようございます。相談室とまりぎの草

野と申します。主に障がいが重いお子様を対
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象とした相談支援に携わっています。今回か

ら初参加になります。よろしくお願いします。 

 

〇中村委員 

 おはようございます。精神障がい者自立支

援センター、地域活動支援センターふれんど

りぃの中村と申します。同じ法人の、社会福

祉法人あしなみでございますけども、その中

の B型事業所に長くおりまして、計画相談も

実は今年の４月から、始めさせていただいて

いるものですから、今回初めて参加させてい

ただいておりますが、とても緊張しておりま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

〇佐々木障がい施策推進担当 

 おはようございます。私は障がい福祉課障

がい施策推進担当の佐々木でございます。よ

ろしくお願いいたします。施策推進担当の業

務は、障がい者計画、障がい児計画、障がい

福祉計画、この３計画を作るという業務、入

所調整の業務、主に通所の事業所の調整をさ

せていただいたり、あとは大きく全体の啓発、

障がいに関する計画等々をさせていただいた

ているところです。相談支援事業所の指定の

窓口というところもありますので、相談支援

に関することの支援について不明な点等があ

れば、こちらの部署にお問い合わせいただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

 

〇大北委員 

 福祉まるごと相談課長の大北と申します。

本日後ほど、お話させていただく時間をいた

だいておりますので、そこでまた詳しくお話

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇田中オブザーバ 

 中央本町地域・保健総合支援課精神保健担

当の田中と申します。職種は保健師で、昨年

度まで保健センターの方で、相談支援事業所

の方々と一緒に動かせていただいていました。

今年度からですね、精神保健係というところ

で、精神保健の部分で、施策推進みたいなネ

ットワーク会議とかやらせていただいていま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇松田オブザーバ 

 障がい援護課千住援護係の松田と申します。

よろしくお願いします。相談支援の皆様はじ

め、日頃から大変お世話になっております。

今後ともよろしくお願いします。援護係は６

係全部であるのですけれども、今回私が、代

表のような形で来させてもらっていますので、

１年間よろしくお願いします。 

 

〇山本委員 

 障がい福祉センターあしすと所長の山本で

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

〇中出委員 

 社会福祉法人あいのわ福祉会、あいのわ相

談センターの中出と申します。身体障害者、

知的障害者の方を対象に、計画相談を提供さ

せていただいております。よろしくお願いし

ます。 

 

〇中沢事務局員 

 ありがとうございます。資料１の、自立支

援協議会の名簿も入れておりますので、あと

２名の方を含めて、この協議会での支援部会

の方を実施していく形になります。今ご挨拶

していただいたとおり、様々な場面や所属の

中で活躍されている皆さんで進めていきたい

と思いますので、ぜひ様々な方と一緒に広い

視点を持つというのが大事だと思っておりま

すので、ご意見いただきながら、どうぞよろ

しくお願いします。あわせまして、この会は、
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事務局として対応している者が後ろにおりま

すので、ご挨拶させていただきたいと思いま

すので、お願いします。 

 

〇青木事務局員 

 障がい福祉センター自立生活支援室の青木

と申します。よろしくお願いいたします。 

 

〇久光事務局員 

 同じく自立生活支援室の久光と申します。

よろしくお願いいたします。 

 

〇山下事務局員 

 同じく自立生活支援室の山下と申します。

よろしくお願いいたします。 

 

〇川上事務局員 

 障がい援護課基幹相談権利擁護係の川上と

申します。よろしくお願いいたします。 

 

〇村滝事務局員 

 同じく障がい援護課基幹相談権利擁護係の

村滝と申します。よろしくお願いいたします。 

 

〇中沢事務局員 

 どうぞよろしくお願いいたします。それで

は本日の議題に入らせていただきたいと思い

ます。次第に沿って進めさせていただきます。

ここからは部会長であります小杉様から進め

させていただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

２ 議事 

（１）部会長挨拶 

〇小杉部会長 

 皆様よろしくお願いいたします。議事の方

進行させていただきます。議事の方ですけれ

ども、部会長挨拶とありますが、改めまして

成仁病院の小杉と申します。今年度から相談

支援部会の部会長という、重責を担うことに

なりまして、どうぞよろしくお願いしたいと

思っております。事務局の皆様の多大なるバ

ックアップのもと、頑張りたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。私

も緊張しておりまして、新しいメンバーさん

も、皆様も緊張している感が、伝わってきて

おりますけれども、意見交換をざっくばらん

にどんどん出すというところが相談支援部会

のいいところだと思いますので、そこを皆様

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

（２）令和６年度活動計画について 

続きまして２番の方にうつります。令和６

年度の活動計画についてご説明させていただ

ければと思います。資料の３番をご覧いただ

ければと、相談支援部活動計画書というもの

を策定しておりまして、部会の目的を皆様も

今一度目を通していただければと思いまして、

読み上げさせていただきます。障がい者・児

が地域で安全・安心して生活を送るために、

必要な相談支援に関する諸課題を検討し、相

談支援体制をより充実させるとともに、その

仕組みづくり等について検討する目的がござ

います。やはり肝になるのは、地域で障がい

のある方が、生活を送るだけでなくやはり安

心して安全に生活を送るために、というとこ

ろが重要になってくるところがポイントなの

ではないかと思っていますので、今一度をご

確認お願いします。今期の重点課題につきま

しては、３点ほど挙げさせていただいており

ます。 

１番目は、相談支援の視点から、足立区の

地域の強みと課題を抽出するとあります。足

立区の強みは、皆様も十分にご理解いただい

ていると思いますが、豊富な社会資源でござ

いまして、これらがほんとに他の自治体と比
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較しても、誇れるほどに社会資源があるとい

うところが強みだと思います。 

２番３番に繋がってくるかと思いますが、

ただ社会資源があるからいいということでは

なくて、それを有効活用する。そこがシステ

ムですとかネットワーク化、人材の質向上と

いったところが非常に重要になってきまして、

今の段階ですとやはり相談支援専門員ですと

か支援者の力に頼らざるを得ないというとこ

ろが、大きな課題ではなかろうかと思ってお

ります。昨年度、令和４年度から５年度の活

動報告というのも後ほどございますが、やは

り足立区はエリアが広大で、居住地によって

選択できるサービスに偏りが出る可能性があ

り、どのエリアがどのサービスが使えるか、

アクセスしやすいか、そういったところに地

域顕在だったり問題があったりするというと

ころで、これまでの活動の中で、地域資源マ

ップというものを作成したり、ライフステー

ジに応じた相談窓口のまとめなどを行ってお

りますので、そのご報告を後ほど聞きたいと

思っております。本日につきましては、重層

的支援体制についての情報共有と、相談支援

部会２回目以降は資質向上、というところに

力を入れていくということでよろしくお願い

します。 

 

（３）相談支援部会の昨年度までの経過につ

いて 

〇小杉部会長 

３番にうつりますけれども、相談支援部会

の昨年度までの経過についてというところで、

障がい福祉課障がい施策推進担当の佐々木様

からご説明いただければと思います。概ね３

０分ほどお時間を使っていただければと思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

〇佐々木障がい福祉課障がい施策担当 

 では改めまして、佐々木でございます。よ

ろしくお願いします。私は昨年度まで、自立

生活支援室の方におりまして、相談支援部会

の皆さんとは、一緒に事務局として、活動さ

せていただいて、皆さんの力をすごくお借り

して、色んなものを作成したというようなこ

とがあります。今日は、今後につながるとこ

ろまで含めて、少し前のものを振り返りなが

ら、新しく委員になられた方もこういう活動

を相談支援部会はするんだなというところを

感じていただいたり、以前からいらっしゃる

委員の方は、そういえばそういうことをやっ

たなというところで、思い出していただきな

がら、お話を聞いていただければと思います。

お手元に、今日の資料もお配りしております

ので、そちらも見ながら進めていただければ

と思います。よろしくお願いします。少し駆

け足になるかもしれませんけれども、説明さ

せていただきます。 

まずは令和４、５年については、これは前

期という言い方をこれからさせていただきま

が、先ほど部会長から目的の話がありました

けれども、この相談支援部会の目的は前期も

今期と同じものを使っているというところで

す。ここはですね、相談支援部会としては重

要な目的であります。皆さんの力を、ほんと

うに型に捉われない自由な発想を、いろんな

ご意見をいただいて、それを集約しながら、

部会の目的を達成していく、そういったよう

な部会に今期もしていきたいです。 

それから取り組みの重点課題。先ほどの今

期と同じく足立区全体をとらえていきながら、

有効な相談支援をしていこうという取り組み

をしています。 

それから４年度の取り組みですけれども、

４年度は主に、先ほどの重点課題、ここのと

ころを中心に進めていきました。当時は年に

４回実施をしていたので、いろんな議論を進
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めていくというところでは、回数的にはちょ

うどいいか、もしかしたらもうちょっと足り

ないか、それぐらいのところだったかなとい

うふうに思います。４年度と５年度ともに、

共通したテーマでやっておりまして、相談支

援の立ち位置から見える足立区の地域課題に

ついて、ここをしっかりと洗い出ししていこ

うとではないかという、そういう二年間であ

りました。協議内容も、日ごろ皆さん相談支

援の場面で立ち位置がそれぞれ違いますけれ

ども、そこで感じている内容を情報共有する

というところが、中心だったかと思います。

皆さんと話し合いをした結果、足立区の地域

課題は大きく８項目あり、これをどうしてい

くか、この８項目のどれから取り組んでいこ

うか、そういったような話をしながら、成果

物を作っていく、というところが、４年度の

大きな取り組みの流れです。 

こちらですね、足立区の地域課題、小さい

数字で５ページです。まず１つ目は、相談支

援事業に関する課題というところで、こちら

は足立区がすごく広くて、障がい福祉サービ

スの受給者もけっこういらっしゃいます。実

際に、その受給者さん全員に相談支援を入れ

ようとしたときに、今ある相談支援事業所、

あるいは相談支援専門員の数ではとてもまか

ないきれない、足りない。こちらはどういう

形かにして何とかしないと。それから、サー

ビス利用の支給決定課題。こちらは援護係が

支給決定するわけですが、実際に支給決定さ

れても、今度はサービスを提供する側のほう

が不足している。特に重度訪問介護、短期入

所など、このあたりは数が足りなくて、せめ

て重訪だけでも入ってくれないかというとこ

ろで、ここも事務局でも難しい課題だと話を

進めました。 

それから３番、基幹相談支援センターに関

する課題ですが、足立区は広いところで、当

時はここのあしすとが１本で基幹相談を担っ

ていたのですが、なかなか全域にサービスが

行き届かない。またあしすとの自立生活支援

室も色々な業務を行っていて、基幹相談を専

門にやれる体制でなければ、なかなか基幹相

談を十分にやるのは難しい。そこを受けて、

今年度から基幹相談が２つになったところで、

基幹相談の業務は進んでいけばいいなと捉え

たところです。それから情報共有といった課

題がありました。先ほど部会長の方からも、

足立区は社会資源がたくさんあることは誇れ

るところとありましたが、本当に豊富にある

んです。ただ豊富にあるがゆえに、その情報

をつかむまでが難しいといったところがあり、

情報までたどり着かないといった課題があり

ました。ホームページなどを見れば大体はわ

かるのですが、キーワード等がわからないと、

なかなか自分の思うところにいけない。そう

いったところがあるので、サービスを見つけ

にくい、使いにくい、どこに相談したらいい

かわからない、そういったことが現実として

は起こっているので、ここは何とかしていか

くなくてはいけないという話がありました。 

この後は５・６・７・８番とありますが、

時間が足りなくなるので読んでいただければ

と思います。今後、地域の課題の抽出をとお

して、地域に活かせる取り組みを何個か検討

したい、あとはその検討するだけではだめで、

検討した内容をどう地域に還元できるかを考

えていくのがこの相談支援部会です。まずは

この地域の資源を知る、活用すること、必要

な人に届く情報発信、これが大前提ではない

かというところでまとまったところでありま

す。 

つぎにうつりまして６ページ、資源を知る、

活用すること、必要な人に届く情報発信のた

めにということで、ここは協議、意見交換を

していく中で、皆さんから出てきたものをの
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せています。日常的に相談員として活動して

いる皆さんや我々含めて、自分も相談支援活

動をしているのですが、そこで出会った相談

者の中から、どのような相談があったか、ど

のような支援に繋げたかというところを、１

人１人が話しをして、情報共有をしていこう

という取り組みをしたところです。そもそも

８つの課題の中からどれを最初に取りくむの

かと言うのを忘れていましたが、全ての課題

に共通するところが、必要な人に届く情報発

信をするということで、情報の共有化の課題

が４番にありますけれども、ここを重点にや

っていくということで始まりました。知りえ

る情報をとにかく出していこう、共有しいこ

うということです。事例と資源をくっつけて

いこうという話もありましたので、事例を皆

さんひとつふたつくらい、用意していただい

たりしました。そもそも資源がたくさんある

のだけれども、それが１つで見えるものがな

いので、それが何がしかの形で、１つで見え

るものがあれば、もう少し相談支援に有効活

用できるのではないかということで、チャレ

ンジしてみようという話です。こういう形で

前向きな意見が多く出ているので、そこに向

けて頑張ってみようという活動をしたところ

です。こちらの方が今回配りましたパワーポ

イントの資料の後ろから２番目、大きく映し

た資料がございますので、それを見ながら、

何か１本で全体を見ることができないかとい

う動きの中で、横軸にライフステージ、縦軸

に資源をおいて、自分においてはどのような

サービスを受けられるかいうのを見られるの

がこの表ということになります。これを事例

と皆さんが思いつくものを入れて、より見や

すくしてみようと作ったものになります。こ

うやってみると、年代によってバラバラでは

あるのですけれども、わりとライフステージ

において使える資源は散らばっていると思い

ます。切れ目のない支援ができるというよう

に見えるということは確認できたと思います。 

それから、事例の共有です。皆さんから３

７個の事例が出していただきました。せっか

く事例で報告していただいたので、事例集も

作らせていただきました。このスライドには

いれられなかったのですが、現物でこういう

ものです。事例の紹介という形で、それぞれ

の事例をここに並べておりまして、そもそも

相談の主訴はなんだったのか、事例の概要、

どのような対応をしたか、対応をする中でど

んな課題があったのかというところを、共通

の書式でつくらせていただいて、去年の皆さ

んには配付をさせていただきました。こうい

った事例が実際あるのだということで、自分

たちの業務の領域じゃないところも知る機会

になったかなという意味では、意義があった

のではないかと思います。 

これはさっきの表と似ていますけれでも、

バージョン２ということで、先ほどのものを

もう少し格好よくできないかなということで

作ったものでして、これは全く内容同じで、

形が違うものですね。一応これが完成形とい

うことで、４年度の成果物ができたというと

ころになります。 

そして次が５年度の取り組みになります。

１０ページです。５年度は年に３回になりま

した。これは、４年度の時は回数もバラツキ

があって、バラバラ感がありましたので、専

門部会としても統一をしていこうという流れ

の中で、この５年度からは最高で３回にまで

と決めたので、１回減ってしまった。この３

回をどう有効に使っていこうかということに

なりますけれども、これもテーマを同じもの

で進んでいくというところなので、もう少し

内容も進化させていきたいと進めていたとこ

ろであります。ですので、社会資源について

の情報、先ほどの社会資源一覧を、もう少し
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進化させることはできないかと、またパソコ

ン等をつかって何か作れないかなということ

がありまして、ここで事業所マップがきます

が、こういったものができたらいいなあ、ま

た相談業務ですね、AIを活用した相談ができ

ないかということで、このあたりは皆さんと

グループを作って体験をしながら、有効に使

えるのかどうなのかを試してみてというのが、

５年度の大きな取り組みになります。 

こちらですね、これは資料にないかもしれ

ませんが、先ほどの、完成した表、あれを具

体的に活用できないかということで、色々と

調べ物をしました。これを実際に紙にすると、

A3の用紙１６枚分程の情報量で、膨大な量と

なります。これについてはご意見をいただい

きまして、パソコンを活用し、検索ワードで

相談を聞きながら、複雑に絡み合う相談内容

を上手に紐解きながらやっているわけですけ

れども、１つずつ検索ワードをつかって、必

要な社会資源に到達できるように使っていく

ものとなります。我々相談支援員のある意味

お助けツールとして作成したものであったの

ですけれども、こういったものをご意見いた

だきながら、今はですね、文字入力をしなが

ら会話形式でやるものが主流になっていると

ころで、検索ワードを使ってやるというのは

時代に逆行しているかなあという意見があっ

たり、この情報量、紙１６枚になりますけれ

ども、とても情報量が多すぎて紙で見ようと

したときには到達できない、どこみていいか

わからないという話になったりだとか、あと

は先ほど言いました、相談者は複合的な悩み

を抱えているといったところでは、相談者に

は向かないかなあといったところで、使えな

いところでは宝の持ち腐れになってしまうか

なあという意見が多くでたところで、これは

使えないとなり、ここはあっさり身を引こう

ということになり、この話は一旦おしまいに

して、それであれば何か芽があるものをとい

ったところで、考え始めていったところにな

ります。 

こちらはですね、パソコンの場合は、下の

方に青色で囲ってあるのですが、新しいトピ

ック、その右側に黄色の枠で囲ってあるとこ

ろ、これ AIの体験、相談体験してみようとい

ったもので、私に合ったヘアスタイルにして

ほしい、どこに行けばいいか教えてほしいと

いうのを試しに入れているものですが、丁寧

に入力ができたり、しゃべってですね、話し

た内容をパソコンが文字にしてくれる。どち

らかでやる方法なのですが、このような相談

ツール、これが相談になりえるのかというの

を体験したものになっておりまして、実際に

楽しんでやってみたところなのですが、この

結果がこうやってすぐに出てくるのですが、

ヘアスタイルを選ぶのは楽しいですねといっ

た実際に話をしているような感じで AI が答

えてくれるといったものを上手に使えればい

いなという話になったところです。上手に使

えるというところが大事だなといったところ

でした。皆さんこれを使った意見としては、

本当に回答が早い、数秒で回答がくるといっ

た、ほんとうにサクサクと回答が進むといっ

た感じで。実際に相談をやっていると、相手

によってはこっちもイライラしてしまう、お

互いに、感情がぶつかりあってしまうと嫌な

感じになってしまうこともあるのですが、相

手が機械ですから、冷静に AIが納得できるも

のを提供できるといういい面があったりだと

か、これなかなか実際に相談支援するところ

までたどり着かないというのもありまして、

このあたりもう少し掘れたらいいなと思いま

した。このへんはうまく上手に使いこなせな

いと知りたい答えにたどり着かないといった

こともありますので、こちらの力量にかかっ

ているという話もあります。あとは、やはり
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相談というのは AI もいいかもしれないけれ

ど、最終的には人と人とのつながり、横のつ

ながりというのがありますので、最後は人か

なというのがあります。上手にこういうのを

活用しながら、我々が丁寧に相手に寄り添う

というのが、落としどころかなあというよう

な会だったかと思います。 

１８ページの地図が見えるところで、文字

だけではなくて何か絵や図でわかるものがあ

ると非常に有用なのではないかという話があ

りました。ちょっととびますが、これが一応

完成形でできたものですが、サービス種別毎

に地図の上に数字で表すところ、最初は、単

純に場所だけを示すもので作成したのですが、

皆さんと意見交換したときに、ただ場所があ

るだけだともったいない、もう少し情報がつ

いているといいなという話が出たり、何がし

か使い勝手というか、知らない人でも上手に

使える、そんな簡単な仕組みになっていたら

いいですね、という意見があったりしました。

これはグループホームあだちの里さんのとこ

ろなのですが、全てが地域生活支援センター

としか最初出ていなくて、どこにどのグルー

プホームがあるかわからないという話が出て

きたり、それと最初は事業所がどこかを探す

かで作り始めたのですが、それだと身体の人

が事業所を探すときに、どの事業所が身体の

障がいを対応しているのかわからないという

こともあり、そういう障がい種別毎にわかる

ものがあるとより使いやすいなということな

ど、いろんな意見をいただきました。そうい

った意見を一つずつ取り入れた結果、これが

最終形になりました。これはパワーポイント

の資料なので展開はできませんが、よくみる

と左側に共同生活援助、身体、難病、精神、

知的という形で書いてあると思います。相談

者からの障がいが何かというのがわかると、

そこからぽちっと選んでわかるということに

なります。これは知的を選んでありますが、

そうすると知的のための事業所が足立区にこ

れだけありますよということがわかるように

なっております。相談者と一緒に、これを見

ながらグループホームは近くにありますねと

いう話をしながら、こんな近くにグループホ

ームあるのねといった話ができるのが１つあ

りますね。先ほど、地域生活支援センターの

名前だけではだめとありましたが、グループ

ホームの○○寮のような名前まで出るように

しました。数字の上にカーソルをのせると、

施設の情報が出てくるようになります。住所

とか電話番号とかも出てきます。定員が何人

かという情報も見られるようになっています。

もう少し詳細な情報が見られるようにしたい

という話があったので、施設、事業所のホー

ムページにとべるようにもして、いろんなペ

ージを見ながら、こういう情報であれば自分

は利用したい、そうしたらここに相談してみ

ましょうかとたどり着けようになって、そん

な感じに使えるようになりました。色々作っ

たのですが、現状ここまでということになり

ます。５年度の成果物はこれということにな

ります。 

そろそろ時間なので、６年度に向けて、最

後の回で携帯端末を活用したツールの利用と

か、デジタル情報系をもう少し取り入れた方

がいいのではないかとか、いろんなところか

ら情報を得て、たくさん自分に装備して、相

談支援の体制づくりを継続検討していきたい

なと思っております。そういった話も１つあ

りましたので、取り組みを今期でできるかな

といったところですけれども、一つ情報とし

てですね、デジタル情報系のツールのところ

です。こちらですねミライロ IDというもので

すが、もしかしたらご存知の方もいるかもし

れません。株式会社ミライロというところが

作っているものです。左側にデジタル障がい
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者手帳ミライロ IDと書いてありますが、障が

い者手帳をデジタル化するというものです。

もちろん障がい者手帳を持ち歩くのが前提で

すけれども、サービスを受ける場合にで、こ

のデジタル手帳で済むということがあります。

映画館などの割引を受けたりするときに、こ

れを見せるだけでサービスを受けられるとい

う優れものです。これを行政で取り入れると

いう場合は、このデジタル手帳を手帳として

認めるかというところとか、色々と調整が必

要でして、それぞれの窓口で共通してこれ使

えますよとしなければならないということで、

全庁をあげて、デジタル化に取り組まなけれ

ば行政としては取り入れられないのですけれ

ども、実際にこれを取り入れている区があり

ます。北区さんと墨田区さんはこのミライロ

IDを採用しているとのことです。これ実は全

国展開をしているものでありますので、変な

話、足立区の方もミライロ IDを使うことはで

きます。手帳の登録までもできます。ただ行

政の方はまだ対応していないので、行政サー

ビスは使えないということなります。先ほど

のバスは有効になっていますので、バスの時

は使えますとか、これマイナンバーと紐づけ

られていて、紐づけなくても利用できるので

すが、紐づけるとよりサービスが受けられる

と。例えば有料道路の割引ですね、これはマ

イナンバーと連携していないとだめですと道

路会社がいっていますので、そこまですると

サービスが利用できるといったところです。

今後検討していく中で面白いなと思って情報

共有です。 

もうひとつ、ミライクというもので、これ

は江戸川区が採用しているものです。これは

江戸川区独自の、アプリでして、江戸川区に

住む障がいがある方、またそのご家族や介護

の方に向けて様々な情報を受け取るために開

発された障がい者アプリで、これ一つもって

いることで、例えば足立区で言えば障がい者

のしおりとか、そういった情報をすべてここ

でみられます。障がいの方がホームページは

使いにくいというのは、足立区だけではあり

ませんで、どの区もけっこう苦戦しています。

ですので、こういうアプリを使って障がいの

ある方に必要な情報が届くといったところで、

考えられたのがこのミライクなのかなと思い

ます。このへんはですね、行政として取り入

れていくかどうかは現在検討中というところ

です。また動き等があって話してもいいとい

う段階で、何かありましたら皆さんに情報共

有していこうと思いますが、今は進んでいな

いといったところです。 

そして最後になりますけれども、６年度に

向けて、今回相談支援部会で、足立区の重層

的支援体制について情報共有したいという昨

年の意見もありまして、福祉まるごと相談課

ができたというところでは、ぜひこの課の方

を委員に迎えて、より厚みの相談支援体制を

作れるというところでは、今年実現したとこ

ろです。 

そして、相談支援従事者の資質向上の取り

組みを進めたいということについては、モニ

タリングの結果の検証、ちょっと堅いのでも

っと親しみやすいネーミングをつくっていこ

う、また指標の方もつくっていこうという話

もありますので、今回は足立区内にある事業

所の中で、全ての主任相談支援専門員の方に

相談支援部会に入っていただいて、このあた

りの検討もしていくということでは、凄く相

談支援に関するところの深堀りができる体制

ができたところになっております。基本は物

事をつくりあげていくというところで、皆さ

んの活発な意見が出てきて、それをどういう

ふうに形にしていこうかということになって

きますので、皆さんの力があっての相談支援

部会ということになります。今年度もぜひ
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色々なご意見、こんなこと言ったらちょっと

なということではなくて、そうこともあわせ

てですね、話をいただいて活発な議論をして

いく中で、色んな成果物ができていければい

いなと思っております。今日早速ですね、重

層の話をしていただけるということで、令和

４，５年度のものと、６年度につながってい

くものが出てきましたので、こんな形で相談

支援部会はつながっていくことを考えていく

部会、とご理解いただいて、ぜひ楽しみなが

らいろんな話をしていただければと思います。

私からの話は以上になります。ありがとうご

ざいました。 

 

○中沢事務局員 

 佐々木係長ありがとうございました。昨年

度まで事務局として、資源マップ等に尽力し

ていただきましてありがとうございます。こ

ういった資料をつくると、どうしても作るこ

とが目的みたいな形にすり替わってしまうこ

とが多いのですけれども、やっぱり私たちに

こういったものを活かすというところがスキ

ルアップで求められているのかなと思います。

情報というのは常に更新するので、こういっ

たものをやはり持続可能なものに運営管理し

ていくことが課題になってくるかと思います

けれども、佐々木係長は施策推進担当に移ら

れましたので、是非そのへんもご尽力いただ

ければと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

質疑等もあるかと思いますが、先に次の議

事を進めさせていただければと思います。後

ほどまとめて質疑応答の時間をとりたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 

（４）足立区における重層的支援体制につ 

いて 

〇中沢事務局員 

次の議事にうつります。重層的支援体制に

ついて、福祉まるごと相談課長の大北委員よ

りご説明いただきたいと思います。ご準備の

方よろしくお願いします。 

 

○大北委員 

 改めまして大北と言います。よろしくお願

いします。着座にて失礼いたします。重い層

の的な支援と書いてあって、あまり重い話に

なると、皆さん顔が下がってきてしまうと思

うので、ポップな話題ではないですけれでも、

なるべく伝わりやすくお話したいと思います

ので、お願いします。あと私も今日、皆さん

から意見をいただいて一つでも二つでも吸収

していきたいなと思います。 

ちなみにこの福祉まるごと相談課って、行

政の方は手を挙げなくていいですよ、こんな

課ができたことを知っていますという方、ほ

かの委員の方々でいらっしゃいますか。（ち

らほらと手を挙げる）ありがとうございます。

この４月から本庁舎の４号線を渡った反対側

の元々は書いてあるとおりくらしとしごと相

談センターという、主に生活保護にはかから

ない、ですけれど困窮していると思われる、

思う方を含めて拾っていたような課、センタ

ーになります。くらしと仕事の相談センター

なので、生活全般の相談を承っていた部署を、

名前を変えて、重層的支援体制の中でも、一

つのメニューの中にある相談支援体制という

ところを担っていく部署として、新たにこの

４月から進めているところです。この新たな

ロゴがこの福祉まるごと相談課になりますけ

れども、実はこのチラシもＡ４一枚新しくで

きておりますので、もし今日この後、あしす

とを通じてでもけっこうですので、うちにも

置けるよというところがあればですね、５０

部１セットとしてお送りできればと思います

ので、お声かけいただければと思います。 
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まず初めに、これまでは古き良き時代とい

う言い方はあれですけれども、やっぱり困っ

たことがあると、家族の中とか、それこそ地

域のつながりの中で、サザエさんとちびまる

子ちゃんじゃないですけれど、困ったら裏の

おじいちゃん、隣のいささかさんを含めて、

やっぱり協力してきたわけです。出かけるか

らちょっとタラちゃん預けて、みていてくれ

ないじゃないですけれども、そんなところが

あったのがこれまで。そこから時代は進み、

少子高齢化だったり、核家族化の進行だった

り、そもそも住民同士の結びつきの希薄化、

私もマンションに住んでいますけれども、隣

の方とはなかなか顔を合わすこともなければ、

正直名前もあんまり覚えてないくらいです。

やっぱりそういうところが、いまこの世の中

です。 

足立区の数字だけを見ても、町会自治会加

入率を一つ例であげましたけれども、東日本

大震災の後ってやっぱりちょっと上がったの

ですよね、町会自治会加入率。やっぱり地域

の結びつきって大事だよねってことで。その

時あがったものの、やっぱりそこから下がり、

今はもう、ちょっと赤線で見づらくなってい

ますけれども令和５年にはもう４９．４％と、

もう５０％を切っている状態に今、足立区で

もなっています。さらに、そういった少子高

齢化や核家族化があり、老老介護、名前を見

ればなんとなく状況がわかると思いますけど、

６５歳以上の老人の方、高齢者の介護を、高

齢者が行うことを言います。主に６５歳以上

の高齢の夫婦とか、親子とか、兄弟とか、ど

ちらかが介護者であり、どちらかが介護され

る側であることを老老介護、さらにこれが深

刻になると、認認介護、認知症の方が、認知

症の方を介護している状態。 

さらにひきこもり。実はひきこもりの支援

も福祉まるごと相談課がやっております。今

年からこれも新たな係、担当係長をおきまし

た。今はもう期間を問わなくなってきていて、

これまでの概ね６か月以上、家庭にとどまり

続けている人をひきこもりと言っていたので

すけれど、その期間も問わずに言うようにな

ってきています。 

実は、ひきこもりの支援部会というのをや

って、当事者の家族の方々だったり、それに

関わる方々１０人程と、足立区はどういうふ

うにしていこうという会議を昨日の夜おこな

いました。足立区は今年、ここについても力

をいれていくところです。もしかしたら皆さ

ん相談に来るとき、その家庭に入ったら初め

は他の対象の方で入っていたけれども、実は

そこにはひきこもっている家族がいたり、で

もなかなか自分は、例えば障がいの方を対象

といっているから、知ってもなかなか支援で

きない、つながらない、とかそういったとこ

ろもあります。 

さらに、さっき話がありましたけれども、

やっぱり相談事、困り事が１個じゃないので

すよね。解きほぐしていくと、いろんなこと

が、収入が少ない、家族内人間関係のもつれ、

誰かが身体的、精神的な疾患をもってらっし

ゃるとか含めてですね、いろんなことが重な

って、これまでの、従来の縦割りといわれる

公的支援だけでは、対応しきれないケースが

増加してきているというところです。 

それといわゆる８０５０問題と、皆さん聞

かれたことありますよね、年齢は例ですけれ

ども、８０歳の親と、５０代の働いていない

中年の子が同居している世帯。これ何が問題

かというと、ひきこもりの長期年齢高齢化と、

孤立と、深刻に陥る可能性が非常に高いと。

８０５０と、ダブルケアと、これは核家族化

と晩婚化とかが原因といわれていますけれど

も、親の介護と子育てが同時期に重なってく

る状態となる。その方に多大な負担がかかる。
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でもどこに相談すればいいかわからない。そ

んな部署ないですよね、ダブルケア担当課と

ないですから。どうしようか、どこが支援し

ていこうか。 

ヤングケアラー、最近よく新聞とか出ます

けれども、本来親が、大人が担うべきことを

担っている子ども、どこまで支援するか、ヤ

ングケアラー、これ非常に難しい問題と言わ

れていますけれども、国の方で挙げている１

０個がですね、例えば障がいや病気のある家

族に代わって、買い物や料理、掃除、洗濯な

ど家事をしている、これはヤングケアラーに

一応該当します。見方を変えれば家族のこと

を手伝っていていい子だねーなのですけれど

も、いや実はあの子は何かを犠牲にしてそれ

をやっているんじゃないかと。友達と遊ぶの

だったり、部活動行きたいけど、きょうだい

の面倒を見ないといけない。例えば親が、日

本語が第一言語ではない家族がいて、その子

の親の通訳をしていても、これヤングケアラ

ーといいますね。足立区のホームページを見

てみると１０個ぐらい該当します。そんなケ

ースもある。 

それで、実際声を聴いてみたんです。皆さ

んもしかしたら去年アンケートに答えてくれ

たかたいるかもしれないですが、次のページ

です。地域福祉に携わる方が高齢、障がい、

介護、保育といった方々にネットでアンケー

トをとったんです。実はこういう計画を作る

のに、日ごろ活動する中で、気づいたり、相

談受けたり、この相談困ったなあということ

を聞いたんですよ。１８００くらい回答があ

って、これ複数回答可だったのですけれども、

認知症とか、経済的困窮、孤立など、選択制

で挙げていただきました。 

特に多いのは、後に認知症とか例を書いて

ますけれども、ちょっと見づらくてごめんな

さい。園児と一緒に公園で散歩しているとき

に、一緒についてきたんですけれども家の帰

り方わからなくなっちゃっていたり、そんな

具体的な事例に出くわしているときもあれば、

ヤングケアラー、ダブルケアは、４，２％４．

３％と、数は少ないんです。ということはや

はり相談につながっていなかったり、支援し

ている側、こうやって福祉活動している方で

も、気づきづらい。家の中に入っていかない

と、正直わからない。でもやっぱりある。そ

んなところの課題も見えてきています。 

では目指すべきもの、重層的支援体制とい

うのはどういったものを目指しているんです

かというところで、地域共生社会、名前は格

好いいですけれども、そういった言葉になり

ます。制度分野ごとの縦割りですとか、支え

手、受け手、そういった垣根を越えて、みん

ながみんな支援を受けて支えあって生きてい

きましょうというところになっています。私

は支援する側です、私は支援される側です、

だけではなくて、もしかしたら受け手と思わ

れている方も、その人に生きがいを与えてい

たり、何かしらやっぱり役割があるし、地域

で暮らしている一人には変わらない。といっ

たところで、社会を共につくっていきましょ

うというところの考え方になります。それで

それを目指すのがこの重層的支援体制整備事

業という考え方です。令和２年から法律がか

わって令和３年から施行されておりまして、

これ市区町村において任意です、努力義務で

もなければ義務でもない、やるならどうぞと

いうのが国のスタイル、手を挙げたところは、

この三つ、包括的支援相談、社会参加支援、

地域づくりに向けた支援をやったところには

補助金出しますよという、国の進め方です。

包括的相談支援が、本人や、世代の属性を問

わず、包括的に相談を受けとめる。ここは子

供の相談部署なのであっちいってくださいと

かではなくて、なんでも相談できるような体
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制をつくりましょう。 

社会とのつながりをつくる支援というとこ

ろで、これもまるごとの方で今やっています

けれども、例えば先ほどのひきこもりの支援

だったり、社会とのつながりをつくっていこ

うというところ、プラス、例えば就労支援と

いうお仕事をしたり、お仕事先につないだり、

ハローワークもそうですけれども、お仕事を

するための準備につないだりといったところ

で、就労を通じて地域とのつながりをつくっ

ていこうといったところをやっています。 

あと地域づくりに向けた支援というところ

は、これから社会福祉協議会とも力を借りな

がら、足立区だけでできるものでもないので、

属性や世代をこえて交流できる機会、場所を

整備したりですとか、例えばこんな活動をし

たいと思っている方を、実はあの地域ではあ

んなことをやっていますとか、そういったと

ころに繋いでいくとか、そういったところの

支援。このつながりを、一体的に進めること

が重層的支援としては望ましいといわれてい

ます。本人や世帯への個別の支援プラス、地

域への支援、点と面のどちらもやることで、

セーフティネットの強化といったところに繋

がっていきます。表向きはみんなにメリット

がある事業だと言っています。支援を要する

人には、もし仮にいろんな困り事がある場合、

うまく包括的相談に繋がれば、じゃあこれが

終わったらあっちで説明してもらってくださ

い、これはあっちでやってくださいではなく、

そういった困りごとを抱える方に、ちょっと

うちじゃわからないですねとたらい回しにな

らないようになる姿が理想ですだったりとか、

もしかしたら相談にきた姿、Ａという相談だ

ったのだけれども、お話を聞いていくと、本

人も自覚していなかった本当はＢという課題

が根本的にあるのじゃないか、そんなところ

も本人も気づいたりとか、といったところに

もなってきます。あとは行政の中でも、困り

事が悪化する前に、なるべく複数の部署で対

応したりすることで、組織間の壁をこえたり

ですね、そういった専門職も限られていたり

しますので、効果的なアプローチをしていく

ことが可能というところで、区民にとっても、

支援をする方々にとっても、事業者にとって

もメリットがあるといったところで言ってい

ます。 

それで重層ではといったところでまるごと

相談課では、包括的相談支援、先ほども言い

ましたが、属性や世代を問わず、まずは断ら

ずに受け止めますと。どこに相談していいか

わからない相談ですとか、とにかく話を聞い

てほしいとかですね、いくつも困り事がある

のです、色々まとめて相談したい、そういっ

たところを受け止めている部署です。さらに

複合複雑化しているような課題については、

後ほどでてきますけれども庁内でもケース会

議を設けておりますので、そこにしっかりつ

ないで、みんなで考えていきましょうといっ

たところでやっています。そして参加支援、

そこは就労ですとか、就労準備を通じて、本

人のニーズや、そういった状況に応じて、地

域とのつながりをマッチングしていく。さら

に、地域づくりはこれからですね。さらにア

ウトリーチ、皆さんも定期的にやられている

かもしれませんが、まるごと相談課としても、

もし身体的なご事情で、相談にいきたいけれ

ども行けなかったり、電話ではなかなか相談

しづらかったり、といったところであれば、

一旦こちらが出向いてお話うかがいますよと

いったところでも話を聞いています。複合的

な課題については、多機関が協働して、こう

いった会議体も設けながら、一緒にみんなで

包括的にこの家族を支援していこうかと、過

程を示していこうかといったところを考えて

います。 
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一番最初に場所を言いました右側の地図で

いうと、区役所の別館の方に、こういった包

括的相談、多機関協働、ひきこもり支援、今

一つの課でやっていますけれども、令和７年

に、すこやかプラザ あだち、江北にこちらの

健康の施設ができましたら、一つの係を移し

て、区内２拠点でまるごと相談をできるよう

に、やっていきたいと考えております。今は

別館の１か所だけでやっています。 

では区民からどんな反応があるの？という

のが次のスライドになります。特に前の表で

みてもらった赤い矢印が、福祉まるごと相談

課になってからなのですけれども、青い線が

新規、初めて来ましたという方の推移でして、

特に２月、３月、くらしと仕事の相談センタ

ーの時と比べると、初めて区役所に相談に来

ましたという方を含めてですね、非常に増え

ていると。１４９，１５１と、２月３月と比

較しても、おおむね３倍４倍、というところ

で、ご相談にきていただいております。それ

で相談の内容についても、複雑化、複合化し

ているところがかなり多くなっておりまして、

例えばおひとりの方が、お仕事のこと、困窮

のこと、家族のこと、と３つカウントした場

合には、３件と、おひとりではなく３件とい

うカウントにすると、これまで６００件台で

推移していたものが、１０００件を超えた月

もあったといったところです。６月としても、

新規は１６０件くらいあります。あのまるご

とという平仮名４文字から、わかりやすい相

談窓口につながりやすいといったところで認

識しています。３月２５日の広報で周知をし

たんですけれども、その時には、その広報を

握りしめて、４月１日に、親子で相談に来ら

れた方もいれば、１０年ぶりに区役所に来ま

した、こういう記事を見たので。といったと

ころで来られた方もいらっしゃったところに

なっています。 

ではどんな相談が増えているのか？という

ところが、この９番になります。３月と比較

した表になりますけれども、赤で囲った、特

に人間関係に悩んでいたり、複数あった場合

にきょうだいの関係、親との関係、孫との関

係、祖父と孫との関係、そういったところで

悩んでいたり、うまくいっていなかったり、

というところが見えるケースが多くなってい

ます。ここだけ倍ぐらいになっています。就

労と生活困窮に関わる部分が多いというのは、

くらしと仕事の相談センター時代からの継続

している部分でありますけれども、複数の困

りごとの場合、人間関係の困りごとが増えて

いる、というところが見えてとれます。 

重層をやっていくうえで、私たちも研修を

活かしているところですけれども、縦割りっ

て言葉ってどうしても行政で出てしまうので

すけれども、決して縦割りが悪いわけではな

いと思うのです。どこの組織もそうだと思い

ます。縦がないと、絶対仕事は進みませんの

で、誰かが例えば何かの相談を受けた、こう

していいですか？例えば係長が見ていいんじ

ゃないかですか、それを課長が決定します。

これ縦のラインですよね。これをなくすわけ

じゃないんです。ただ、縦割りの意識はなく

しましょうと。複雑になった場合、あれはあ

っちじゃない、こっちじゃないではなくて、

一緒に考えて、自分事じゃないから、他人事

でしょ、じゃなくて、あくまで足立区として

は自分たちのこととして、他人の相談はもし

かしたら明日は自分のところに来るかもしれ

ない。というところで、制度とか、組織の仕

切りはそのままに、ただ仕切りは低くして、

一緒にやりましょう、というところの考え方

です。さらに、足立区は新しい課を再編とい

う形でつくりましたけれども、決して今まで

なかった、ウルトラ Cを考えようというわけ

ではないです。今あるものを組み合わせて連
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携して、何かできる、届ける支援がないか、

というところをみんなで考えて、寄り添って

支援していくというものです。 

ただ、これ私も去年まで勘違いしていたの

ですけれども、包括的支援が、包括的相談支

援ということではないということです。包括

的支援というのはさらに上位の概念なので、

あくまで何でも受け止める相談支援というの

は、包括的支援に向けた取り組みの一つにす

ぎないというところで、本当に上位は、包括

的に家族を包み込んで支援していく、という

ところになるわけです。何らかの単独では難

しい課題ですとか、制度のはざまのようなも

の、といったところについては、まるごと相

談課が、今調整役となって、会議等や調整を

設けながら、開催しているところです。 

実際の、先ほどの現場の声を聞いたアンケ

ートの二つ目ですけれども、皆さん気になっ

た事例や、困難なことがあった際に、特に連

携を強めていきたい団体とか、専門職とかあ

りますかと、これも複数回答可で３つまでき

いたのですけれども、もしかしたら答えてく

れたところが、高齢者支援のところが多かっ

たということもあるかもしれないですけれど

も、１番が、地域包括支援センターと連携し

たいというところ。認知症が多く出ていたか

らというところもあるかもしれません。さら

に、地域の部分で町会、自治会があって、こ

こから行政が並ぶんです。区役所の高齢者担

当部署、生活困窮部署、子ども担当部署、障

がい担当部署、というところが並んでいるよ

うになっています。やはり困難な時に、連携

を強めていきたいというところは、やはり区

役所も含めて、支援に携わっている人は思っ

ているところです。参考にご紹介しました。 

このスライドは細かいのですけれども、支

援会議も足立区で月１一回、プラス随時の案

件があれば、やっているものですけれども、

守秘義務を課して、構成員は、区の職員がメ

インですけれども、本人の同意の有無にかか

わらず、ちょっとこの世帯心配なんだけど、

こんな相談があったんだけど、というところ

から共有しながら、こういった支援が届けら

れるかもしれない、ここの部署でやっていこ

うかといったところも含めて、内容を見える

化する、解きほぐす、動く場合は役割分担す

る。あの件どうなった？という進捗も追って

いく。こんなところを会議として、まわして

います。 

会議の構成、メンバーは決めているのです。

各部署から、４月の段階で、６部、福祉部だ

けではどうしても視点の段階が、福祉になっ

てしまうので、福祉以外の保健衛生の部署、

ごみ屋敷の部署、生活、住宅ですね、住宅支

援の部署、教育部門、子育て部門、福祉、足

立区の社会福祉協議会のそれぞれメンバーを

出していただいて、今はまだ走り出しなので

まるごと相談課が受けた事例がもとになって

いますけれども、これについて、多角的な視

点を持って、課題を解きほぐして、検討して、

これってこっちの方が問題なんじゃないとい

うところも含めて、ここってどうなのですか、

この方の状態って、ところ含めて、みんなで

解きほぐしながらやっているところです。例

えば今日は、障がいのある世帯がテーマなの

で、じゃあごみ屋敷部門はいいですよとかそ

ういうわけではないんです。必ずこのメンバ

ーで、一見関係なさそうな、今回の事例はう

ちは関係なさそうだからいいや、ではなく、

もしかしたらちょっとした気づきから次はご

み屋敷になっていくこともあるかもしれませ

んし、今は持ち家ですけれども、もしかした

らそこから住宅支援が必要なことになるかも

しれないので、必ず６部１５課＋社会福祉協

議会のメンバーは、同じ事例をみんなで共有

して、一見関係なさそうでも、一緒に参加し
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ながら共有していくところになります。 

ではここから、あまり私の話ばかりでもつ

まらなくなってしまうかもしれないので、実

際に受けた事例を紹介するので、その後お隣

の方、２人でも３人でもけっこうですので、

実際に障がいに関係あるかというと関係ない

ケースもあるんですけれど、仮に相談を受け

る側として、これを受けたらどうするかねえ

というところで、考えてみていただければと

思います。 

手元でも前でもどちらでも見てください。

これ実際の相談事例です。まだ動いているケ

ースです。もちろん、何でもすぐに解決でき

るケースではないので、先ほどの８０５０世

帯のケース、８０代の親、５０代の子が同居

している世帯で、親が亡くなられて、ひきこ

もりのお子さんが、一人っきりになってしま

った、というケースです。近隣の住民の方か

らの問い合わせ。この家、お母さん入院され

て、入院した後に実は亡くなられたんですね、

あの子一人になっているんだけど、という連

絡がまずは包括に入り、どうしようと巡り巡

ってまるごと相談課にきたみたいな、そんな

ケースです。もともとお子さんは、女性です

けれども、５０代で、３０代の頃からひきこ

もり状態になられて、多少の外出はできてい

た時もあるのですけれども、２０年近くひき

こもりになっている。お母さまが令和６年３

月に入院のあとそのまま亡くなれているとい

うところです。それまでは、生活全般はお母

さんが頑張って支援してきていて、自分の病

院に行きたい時でも、お子さんがいるから、

ということで頑張って支えてきました。ただ

亡くなられて一人になってしまいました。ひ

きこもっていた関係で、手足が筋力の低下で

自宅内つたい歩きでなかなか、外出は車椅子

使用、一人になったこと、お母さんとしかこ

れまであまり会話をしたことがなかったので、

自分で家事ですとか、手続きなどはできませ

ん。ただ、お母さんはしっかり預貯金を残し

てくれていたので、お金はあります。でもお

ろす術がない。自分ではそこに行くのが難し

い。施設には入りたくないです。つながり始

めたころには、夜はよく雨が降っている日に

は、まるごと相談課にかかってきて、怖くて

眠れないので、誰か相談職員の方泊まってく

ださいと。そういったところの関係もありま

した。相続の手続きも必要ですけれども、ど

うしていいか自分ではわかりません。こんな

書類が届いています、来ました、どうしまし

ょうか、混乱しています、というところから

始まったのが、令和６年３月から、ちょうど

まるごと相談課ができる、ちょっと前くらい

から繋がり始めたケースになります。まだ動

いているケースでありますので、難しいとは

思うのですけれども、私たちもまだ庁内動い

ているところなので、オレンジで今どんなと

ころか書かせていただいたんですけれども、

時間はそんなにとらないので、委員同士の会

話も含めて、これどうしようかな、どうつな

いでいったらいいとか、自分が受けたらどう

していくか、なかなか難しいかもしれません

が感想でもけっこうですので、１分半ほどと

りたいと思いますので、事例をチェックしな

がら、委員同士話しながら考えていただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 

～事例について委員同士で話し合い～ 

 

〇大北委員 

はい、ありがとうございます。では、後ほ

どの意見交換の中でも、皆さん言っていただ

いても大丈夫ですので、実際にこのケース、

今もまるごとでつながりつつやっていまして、

お母さんが亡くなられたことで葬儀の準備だ

ったり戸籍の証明だったり、何も自分ではで



20 

 

きないですよね。正直、これが正しいのかど

うかわからないのですけれども、まるごと相

談課の職員が、家に行って、車いすに乗せて、

区役所を全部一緒に回っています。戸籍の申

請書を書けなかったりもする、わからないと

ころあったりするので、何日も一緒に家に行

ったりして、通って、ただ最初は男性が怖い、

ですとか、そういったところもありましたの

で、女性の相談員にいってもらったりですね、

そういったところでつながりもしつつ、関係

をつくりつつ、やっています。ただやっぱり、

この地域で暮らしていきたい、自宅で生活し

たいというご本人の思いもあり、例えば自分

でも決定が難しいということもあり、今は司

法書士だったりとか、社協のちょっとしたサ

ービスだったりとか、そういったところでい

いサービスを、使ってみませんかというとこ

ろで、少しずつ、サービスについても前向き

に検討していっているところです。必要なサ

ービスに徐々にですが繋がり始めているとい

うところになります。そんなケースで、結果

的にはつながりつつ、寄り添っていくしかな

いのかなというところで、今動いております。 

もう一ついきます。次の事例、これは軽い

認知症のような症状があるお母さまから、ま

るごと相談課にあったケースです。夫、妻、

父、母ですね。４人世帯ですね。家族みんな

が何かしら、困り事、課題を持っている世帯

になります。相談的には、世帯が困窮してい

るところはないけれども、人間関係だったり、

自分が介護に疲れていると、排せつでしたり

とかも自分がやっているところの訴えがあっ

てです。両方とも８０代後半です。世帯主妻

の高齢化で老々介護状態、お子さんについて

も、長女が精神手帳を持っていて、次女も愛

の手帳、相当状態が悪い時に認定されたので

すかね、確か要介護５がついていました。次

女はもともと結婚されていた世帯だったので

すが、戻ってきたんですかね、こっちに一緒

に住み始めた。お母さまからは、次女の排せ

つがうまくできず部屋中でやってしまうとか、

自分はもう介護に疲れているというところで

きました。ご主人の方は、要支援というとこ

ろになっています。介護サービスも利用して

いるけれども、担当者も次々と変わっていく

ので対応が疲れるだとか、そんなところでき

ました。ただ、お母さまの情報では、色んな

サービスは導入されているけれども、なかな

かこちらとしては、状況がよく見えなかった

ところとなっています。６０代次女には、実

はお子さんがいて、お子さんが金銭管理を、

左下の②に書いてあるところですね、別世帯

の次女の娘、妻から見ると孫ですね、金銭管

理をしているのですけれども、このちょうど、

７月だったと思いますけれども、出産の予定

がありまして、もしここに負担をかけてしま

うと、まさにダブルケアという自分の子育て

と親の介護含めてダブルケアの状態になって

しまうので、なかなかそこに頼っていくのは

難しいかなあという世帯でした。これだけの

情報で解決に結び付けていくのは難しいと思

うのですけれども、少なくとも今後どのよう

にこの世帯が、８０代のお二人もいらっしゃ

いますので、ここからまた世帯構成もかわっ

てくる可能性もあります。そんな中で、この

世帯がどのように変わっていくのかを、同じ

メンバーでけっこうですので、少し考えて共

有していただければと思います。ではよろし

くお願いします。 

 

～事例について委員同士で話し合い～ 

 

〇大北委員 

 はい、ありがとうございました。では、時

間になりましたので、また後程でも、かまい

ません。これも今実際に動いているケースで
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あるのですけれども、結果右下には書かせて

いただいているのですが、まるごと相談課っ

て、何か認定しているとことでもないですし、 

お金を給付する係でもないです。例えば生活

が困窮しているから、お金を給付しますとい

う生活保護のような部署ではないですし、何

か手帳を認定しますという係でもないので、

繋いで、調整してもらって、調整役に徹する

ことができるのが強みだと思っていますので、

ここの世帯については、これまでは、個別に

包括さんが入っていたり、個別にこれまでサ

ービスがこの家庭に入っていたところを、関

係機関を一度、一堂に会して、会議を開かせ

ていただいて、メンバーでいうと、居宅介護、

包括、まるごと、障がいのセクション、障が

い福祉か障がい援護、保健師、地域活動支援

センターふれんどりぃですかね、そこを呼ん

できてもらって、この世帯が、もちろん一人

一人は、手帳ですとか必要なサービスはある

と思いますが、この世帯全体を、それぞれの

機関がどういう支援をしているのかというの

を、今一度見えるようにしてというところで、

会議をやりました。その結果、確か長女だっ

たと思いますけれども、施設に入ることが７

月に決まったんだったかな、そのあたりです

とか、そういった施設に入る予定をですね、

そういったところも、これまでは関わってい

る部署だけがしていたことが、この世帯に関

わっている支援機関みんなが同じことを思っ

て、共有する姿をもって支援に入るようにな

った。というところで、これからも定期的に

お声掛けをしつつ、顔を合わせながらこの世

帯全体のどんなことが困っているかというの

を共有しながら、進めていこうというところ

で今動いているところでございます。 

もしかしたら、これからまるごと課から、

皆さんのところも含めて、色んな相談につい

ては来ることもありますし、実はこの世帯の

ことで相談をこちらからご連絡をして、よか

ったら一度共有しませんかということでお話

がいくかもしれません。その時はぜひ、一緒

に考えさせていただいて、この世帯という考

え方、ほんとに包括的だと思いますけれども、

家族的な支援というところで、まるごと相談

課も一緒に、考えさせていただければと思っ

ております。 

すみません、事例になってしまうと、まだ

答えが出ていないのでモヤモヤ感残ってしま

うかもしれませんけれども、やっぱりそれだ

けつながっていかないといけないし、すぐに

は解決しないような課題を抱えている世帯が

足立区にはあるというところになります。す

みません、時間長くなってしまい失礼しまし

た。ご清聴ありがとうございました。 

 

（５）質疑応答・意見交換 

〇小杉部会長 

 ご説明ありがとうございました。質疑応答、

意見交換の時間にさせていただきたいと思い

ます。ご説明していただいた、昨年度までの

経過ですとか、重層的支援体制等について何

かご意見等ありましたら、皆さまのほうから

お願いします。 

時間もありますけれども、青木委員から資

料の配付もありましたので、短い時間ではあ

りますが、ご説明していただいてよろしいで

しょうか。 

 

〇青木委員 

 それではですね、一番最後に配付していた

だきました、中核拠点型児童発達支援相談セ

ンター梅田あけぼの学園の、資料をみていた

だければと思います。ご配付ありがとうござ

います。 

この４月から、障がい福祉、色々と報酬改

定がありまして、それに伴ってということに
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なりますでしょうか、中核拠点型児童発達支

援相談センターというところが、評価される

ことになりました。ここに書いてある通りの、

４つの機能を、もちなさいということですね。

幅広い高度な支援に基づく発達支援や家族支

援の機能を持ちなさい、地域の障がい者支援

事業所に対するスーパーバイズの機能を持ち

ましょう、３番目、地域のインクルージョン

の機能を持ちましょう、そして４番目、地域

の発達支援に関する相談機能を持ちましょう

ということで、中核的な役割を、持っている

事業所が、今回足立区と相談させていただい

て、中核機能としてやっていっていただいて

いいですよということでお認めいただきまし

て、スタートしている形になります。この中

核拠点になることに伴って、コーディネータ

ーが配置されるということが必須になります

ので、私が異動してコーディネーターになっ

ている状況でございます。ただし、元々うめ

だ・あけぼの学園としては、色々な取り組み

をやっておりましたので、改めてこの中核拠

点型にさせていただいたことによって、今ま

でやっていたことを改めて評価していただい

たということになるのですけれども、少なか

らずコーディネーターの配置という点に関し

ては、新規のことになりますということ、よ

くよく後ほどこの資料をみていただければと

思いますが、知っておいていただければと思

います。 

先ほどの佐々木さんの話にもあったとおり、

足立区の中にたくさん資源があります。その

中で、特に子どもに特化した、事業を展開し

ていく事業所としてうめだ・あけぼの学園の

ことを、改めて地域の方にも知っていただき

たいなと思っております。後ろの方に、見学

説明会のご案内も入れさせていただいており

ますが、実はいつでも見学したいですという

方には、オープンにして施設説明会としてご

案内をしておりますが、特に今年度ですね、

新たに事業所、機関の方を対象で、定期的に、

見学説明会を行って、より開かれた施設、皆

様に、色々な取り組みを知っていただければ

と思って、こんな企画もやっておりますので、

是非皆さんに、日程が合えば、来ていただき

たいなと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。以上です。 

 

〇小杉部会長 

 ありがとうございます。質疑応答になりま

すが、皆さんの方から、何かご意見あります

でしょうか。 

まるごと相談さんのお話を聞きまして、私

の感想になってしまうのですけれども、まず

一番最初に驚いたのが、やはり相談件数のと

ころが驚きでして、名前を変えただけではな

いと思うんですけれども、体制整備したとこ

ろで非常に相談数が伸びたところが驚きでし

て、やはり相談したいけれども、どこに相談

したらいいかわからない方々が潜在的にたく

さんいらっしゃるんだなあというのをすごく

感じまして、やはりこういった色んな工夫と

いうところで、地域の困りごとを抱えている

方を拾い上げるという可能性があるんじゃな

いかと感じまして、すごい参考になったなと

感じました。実際相談している方々も、そう

いった声が聞こえるものなのでしょうか、と

いったところをお聞きしたいです。 

 

〇大北委員 

 大北です。ありがとうございます。確かに

ひらがなにしたところで、くらしとしごとも

ひらがなだったわけですけれども、まるごと

相談課にしただけではないけれども、実際に

ご本人たちが足を運ぶ形もあれば、先ほどの

事例のように包括から繋がれてきたり、それ

こそ居宅が、家に入り込んでいるっていうん



23 

 

ですかね、入って実は支援が届いていない方

がいるんですけど、心配なんですという声が

増えてきているというのも事実なのです。あ

とは、とにかく話を聞いてもらいたいという

例示が広報にのっていたので、きいてもらい

たくて来ましたというところも含めてですね、

話してすっきりして帰ったじゃないですけれ

ども、そういう方もいるのは事実です。親、

配偶者を亡くされて、ただ悲しいところの気

持ちをきいてほしい、グリーフケアというと

ころになるんでしょかうか、話を聞いていた

だいて、またきていいですか？ってなったと

ききました。この前も自分の研修でも言った

んですけれども、また来ていいですか？って

区役所で言われたこと私もないなと。役所っ

て、来ないといけない場所、手続きしにいく

イメージがあったところを、なんか聞いても

らえるんだっていうところになったというの

は、やっぱり一つやった意義が、そういった

声もあったということは、励みにもなるなと

いうところを感じたところです。 

 

〇小杉部会長 

 ありがとうございます。色んな支援体制が

ある中で、やっぱりまだ、支援者はたくさん

いるけれども、話はまだまだ聞き切れていな

いという声が、地域の中であがっているのか

なあなんて話を聞けたので、とても参考にな

りました。障がい福祉の分野ですとか、私の

ところは医療機関なので、医療保健とか、や

っぱり個別支援に特化しているというところ

がありまして、そうするとご本人様は支援す

るのだけれども、世帯の問題にはやはりこう、

介入しづらいというところが、現場の一職員

として感じるところでして、そういう地域の

問題とかにも踏み込みづらい、あとは経済的

な部分とかになりますと、やっぱり民間の事

業所なので、そもそも話題に触れることがな

かなかハードルが高い、踏み込みづらいとい

うところがありまして、そういった意味で、

全体の調整をするイニシアチブを誰がとるの

かという、色んな支援者さんがいたりすると、

なかなかそこも動きづらかったりするという

のを、個人的な支援をするところで感じでい

る部分ではありまして、そういうところでま

るごと相談課さんというところができまして、

直接の相談も承るという部署ではあると思う

のですけれども、支援者支援というんですか

ね、そういったところの機能が、私たち期待

したいといいますか、連携をしっかりとって

いきたいなと思います。ありがとうございま

した。 

皆様方から何か、聞きたいこととか、ご意

見ありますか。芝委員どうですか。 

 

〇芝委員 

 あだちの里相談支援センターの芝です。私

もでは福祉まるごと相談について、伺いたい

のですけれども、今お話し聞いていてほんと

にあの、特に最後の事例とかは、よくあった

りするなあと思っていて、どうしようって自

分でも関わっている中で、担当の利用者さん

だけじゃないご家族のところにどんどんふれ

ていかなければならなくて、自分の手から離

れていく中でやっていくのどうしようってな

ったケースもあったので、相談事業所から相

談しても大丈夫なのでしょうか。 

 

〇大北委員 

 もちろん大丈夫ですし、そこの家庭に入ら

れているからこそ知っていることだと思うの

で、お電話受けてこうでないですか？という

よりかは、一度きかせていただいて一緒に考

える機関が一つあっていいんじゃないかと思

いますので、必要であれば庁内のケースに、

庁内の中の会議にいれることも可能ですし、
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その前の、コアのメンバーでやっていたりで

すとか、こちらが関係機関を呼んで、まずは

きかせてくださいということあるので、思っ

たときには一緒に、きかせていただいた方が、

潜在的なニーズを気づけることもあるので、

活かしていただきたいです。 

 

〇芝委員 

 ありがとうございます。併せてもう一個聞

かせていただいてよろしいでしょうか。どこ

に相談していいかわからないというご家族の、

私が担当しているケースではなくて、別の方

とかで、旦那さんのこととか、色々相談して

いるけどどこもうちではないですと断られて

いるケースが今までいらっしゃったのですけ

れど、ご案内という形でお伝えすることも、

よろしいでしょうか。 

 

〇大北委員 

 もちろん大丈夫です。そういうところが今

までなかったり、制度の狭間なのか、制度が 

しっかりしすぎたからこそ、間というんです

かね、そこから漏れてしまった方がいると思

うので、迷われたり、どこにとか、ちょっと

聞いてもらったらいいんじゃないと、軽いと

言い方は失礼ですけれども、そういうところ

も含めて、背中を押していただいてまるごと

をご案内いただくのもいいかと思います。 

 

〇芝委員 

 ありがとうございます。大変心強いです。 

 

〇大北委員 

 もしそれでお話を聞いて、直接おつなぎで

きる部署があればおつなぎするというのは変

わりませんので、そこを聞いて、受け止めて、

ではどこへいってくださいというよりかは、

一緒に行きましょうかとか、例えば生活保護

を案内するにしても、いつ行きましょうとか

も含めてなるべくやりますので、そのあたり

も含めて、受け止めてやっていきますので、

今後もネットワークの中で、つながっていけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

 

〇芝委員 

 ありがとうございます。 

 

〇小杉部会長 

 そのほかいかがでしょうか。中出委員。 

 

〇中出委員 

 あいのわ相談センターの中出です。私もま

るごと相談課に関しての感想になってしまう

のですけれども、２つ事例が出されています

けれども、ここまで問題が複雑ですと、すぐ

に介入は難しくなってくるかもしれないです

けど、普段相談支援を受ける中では、やはり

キーパーソンやご家庭だとか、利用者の方が

大変増えているところではあります。なので

これをもうちょっと手前、問題として発生す

る前に、少し心配だなあ、やっぱり課題があ

るなあというところから、相談させていただ

けるといいのかなあと感じたところです。あ

りがとうございました。 

〇山田委員 

 親の会の山田です。知的の方のお子さんの

方から相談を受けたりすることがあって、今

までやはり、障がいの方で何か相談があった

りすると、話を聞きながら援護係に繋げてい

たという流れがあって、今はそちらの方の部

署ができたという区別というわけではないの

ですけれども、その辺はどのように対応した

らよろしいでしょうか。 

 

〇大北委員 

 これまでの、障がい福祉課だったり、今年
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障がい援護課にわかれましたけれども、そこ

との相談のつなぎですとか、そこを全部まる

ごとに持ってきてというわけでないので、今

までのつながりはもちろん大切にしながらで

すし、繋いでいただく場合は、そこはかわり

ません。すべてまるごとでワンストップとい

うわけではないので、ただ、例えば障がいの

ことと、何かで迷っていたり、複合したりし

ていた場合には、きいて、うちの方から援護

の職員につないでもらって、というように今

動いているところですかね。今までのすべて

をこっちにというわけではなく、今までのつ

ながりはむしろ今のまま大切にしていただい

て、繋げるところは、障がいの部署につなぐ、

高齢の部署につなぐ、つなげるところは、そ

れはかわらない。ただ迷ったり、んー？って

なったりした場合には、まるごとにという選

択肢をひとつ持っていただけるといいのかな 

と思います。 

 

〇山田委員 

 ありがとうございます。そのように会員さ

んの方にお伝えしたいと思います。 

 

〇相原委員 

 あしたば相談支援センターの相原と申しま

す。前年度と、前前年度の、相談支援部会の

内容をまとめて聞かせていただいてとても勉

強になりました。これは私どもの不勉強のせ

いだと思うのですけれども、相談支援センタ

ーなのですけれども、相談支援部会の活動の

中、詳しくその知っていなくて、あの素晴ら

しい資料をつくってくださっていたのを、私

ども相談員知らずに過ごしていて、とても不

勉強だったなあと反省しているんですけれど

も、今後、相談支援部会ということで、相談

支援センターは非常に関連が強いと思うので

すけれども、情報をどのような形で皆さんに

提供させていただくのかなと思ったので、教

えていただけたらと思います。 

 

〇和田事務局員 

 基幹相談・権利擁護係長の和田でございま

す。すみません、遅れてまいりました。私ど

もの方で、自立支援協議会の全体のとりまと

めさせていただいていて、相談支援部会、ほ

かの部会に関しても、情報発信はホームペー

ジ等でもさせていただいていているところと、

今年度さらに力を入れようと思って、今回、

６月の相談支援部会ネットワークの方でもお

便りに入れさせていただいたのですけれども、

各協議会と、あと特に相談支援部会の活動で

すとか、あとネットワークも精神の分野とか、

幅広く色んなネットワークがありますので、

そういった活動の中身を、ぜひ相談支援専門

員さんに知っていただけるように、こういう

ところに向上ができますよ、こういった取り

組みをしていますよという発信は、続けてい

こうかと思いますので、引き続きよろしくお

願いします。 

 

〇相原委員 

 ありがとうございます。相談支援専門員に

とっては、本当にこういった情報、色んな情

報、ほんとに大事な宝物のようなものになり

ますので、ほんとにありがたいなと思ってお

ります。ありがとうございました。 

 

〇小杉部会長 

 ありがとうございます。そのほか、いかが

でしょうか。岡野委員、いかがでしょうか。 

 

〇岡野委員 

 足立区肢体不自由者父母の会からまいりま

して岡野と申します。今回初参加で、とても

勉強になりました。色んな取り組みをされて
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いて、ほんとに皆さん寄り添った支援をされ

ているのだなあということを、改めて感じま

した。私、今日来て、すごく衝撃的だったの

は、やはりあの家族全員が何かしらの問題を

抱えている方達がいらっしゃるということで、

私の周りの、やっぱりあの肢体不自由の親た

ちも、８０５０問題ではないですけれど、凄

く皆さん不安を抱えていらっしゃって、施設

が無い色々な問題もありますし、また、７０

の親が９０のおばあ様達を介護している、ま

た孫を見なければいけないというところで、

ほんとにこちらの事例にあるような、いろい

ろ抱えていらっしゃる方たちがいると思うん

ですね。その中でやはり、配偶者等が亡くな

った場合に、自分たちでも遺産などの相続的

な手続きは今の自分たちだけでも大変なのに、 

どんどん認知能力が落ちて、いろんな人の手

助けが必要な中でやっていくというのは、ほ

んとに大変になってくると思うのですけど、

足立区としては、そちらのサポート等はやっ

てらっしゃるんでしょうか、もしくはこれか

らもバックアップ体制を整えて、やっていっ

てくださるのでしょうか。教えていただきた

いです。 

 

〇大北委員 

 ありがとうございます。実は月二回、委託

して弁護士さんにきてもらっています。月二

回、水曜日ですかね、午後にきていただいて

いて、やはり法律的な相談だったり、手続き

だったり、やっているところもあったりする

ので、皆が皆、もちろん相続の話というわけ

ではないんですけれども、債務の話だったり

ですとか、何かしらの負債を抱えている方が

正直今、まるごとに来る、相談に来る前から

借金があったり、カードで買いすぎてしまっ

たとかもあるので、あの法律的な相談も、つ

ないで、一緒にきいてというのもできますの

で、そこもご活用いただければと思います。 

〇岡野委員 

 そういった場合の支援は、区の財源として

やっていただいているということなのでしょ

うか。それとも、区の方から、弁護士さんや

司法書士さんを紹介してもらって、そこから

料金が発生するというものなのでしょうか。

今現在では。 

 

〇大北委員 

 そこに来ている弁護士さんには、区から払

って来てもらっているので、その場面で相談

する分にはもちろん無料なのですけれども、

ちょっと案件によるかもしれないんですけど、

その場で相談していただく分には、大丈夫で

す。あのさっきの、区役所の別館の、４号線

渡った反対側に、来ていただいてというとこ

ろでやってもらえればと思います。 

 

〇岡野委員 

 ありがとうございます。 

 

〇小杉部会長 

 ありがとうございます。そのほか皆様の方

から、質疑等ございますでしょうか。いかが

でしょうか。大和田委員、いかがですか。 

〇大和田委員 

 知識がないものですみません。何事もちん

ぷんかんぷんで、新しいことばかりです。家

族会ですので、確かに情報、こういうのがあ

るよというのは、家族の方に、お伝えできる

ようにとは思うのですけれども、なかなかそ

こまで手が回らないというか、高齢化で人材

不足ですので、まるごと投げてもいいのかな

と、思ったところなのですけれども、とりあ

えずは、どこに相談いけばいいのかというの

は、お聞きしてもいいのでしょうか。 
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〇大北委員 

 もちろん、そういう、なんていうんですか、

そこで足が遠のいてしまったり、そこで相談

への第一歩が踏み出せなかったり、あの地域

の活動されている方、例えば民生活動委員の

方からつないでいただくのもあります。活動

していても全て熟知しているわけではないの

で、こういう部署が一つでも選択肢としてあ

ると、ありがたいというところで言っていた

だいておりますので、言いやすさというんで

すかね、そういったところでぜひご活用いた

だければと思います。 

 

〇大和田委員 

 ありがとうございます。 

 

〇小杉部会長 

 ありがとうございます。相談したときに、

断られないという安心感というんですかね、

そういったところはすごく大事かなあと思い

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

そのほか何か、ございますかね。よろしい

でしょうか。ありがとうございました。 

本当にこういった取り組みですとか、制度

の情報を知ってもらうとかですね、我々自身

もどうやって使うか、掴んでいくか、それを

また情報持っているだけじゃなくてまたそれ

を使う力をつけるというところが非常に重要

かなと思います。また次回の相談支援部会は

資質向上というところに繋がってくると思い

ますので、そのへんのところが協議できれば

と思いますので、今日は大変ありがとうござ

いました。 

議事の方は以上となりまして、マイクの方

を事務局にお返ししたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 

〇中沢事務局員 

 小杉会長、また委員の皆様ありがとうござ

いました。この会議録をまとめさせていただ

いて、皆さんの方にもご確認させていただい

てから、足立区のホームページに掲載させて

いただきます。またこの、地域自立支援協議

会は、本会議がありますので、ここであがっ

た声を、全体にあげていくようなこともやっ

ていきますので、よろしくお願いいたします。 

あと少しの時間をいただいて、いくつか事

務連絡をさせていただきます。まるごと福祉

相談課さんの方の話もありましたけれども、

もう一つ、障がいに関わる分野のところでは、

基幹相談支援センターというところ、あしす

とが担っていたところですけれど、そこも強

化したところの説明をさせていただき、つぎ

の第二回の方向性を示していこうと思います

ので、そこを和田の方から、少し説明の時間

をいただきたいと思います。お願いします。 

 

〇和田事務局員 

 改めまして、障がい援護課基幹相談・権利

擁護係長の和田でございます。よろしくお願

いいたします。これまで、まるごと、中核、 

大きいのから中核、あと全体調整の重要性と

か、支援者支援というようなキーワードが出

ていた中で、この度は、基幹相談というキー

ワードでお話させていただければと思います。 

新しい組織や取り組みとしましては、足立

区の中ではまずひとつですね、障がい援護課

というところができました。その中で新設の

係は、私どもの基幹相談・権利擁護係となり

ます。資料６の①というところをご覧くださ

い。ではその基幹相談支援センターの業務は

何なのかというところなのですけれども、ま

ず基幹相談支援センターの役割ですが、基幹

相談支援センターは、地域の相談支援従事者

に対する、助言、支援者を支援するという業
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務を行いますというところで、先ほど芝委員

からも、相談支援事業所がこれをどうするの、

どうすればいいのという時には、私どもの方、 

そういったところもしますし、重層のまるご

と相談課の会議会の方にも、基幹の職員が入

っておりますので、親御さんとかの多分野の

課題であれば、他のところに掛け合いながら、

一緒にやっていくという取り組みもできます

ので、相談支援事業所の様々な困り事という

ところで、担う役割が基幹相談支援センター

にはあります。 

それでもう一つですね、今まさに行ってい

る、自立支援協議会を通じた地域づくりとい

うのも、基幹相談支援センターの大きな役割

の一つです。 

続きまして２枚目の方です。こちらが今年

度の体制について、決めさせていただきまし

た。昨年度までは、足立区基幹相談支援セン

ターは、あしすと１か所だけでしたが、今年

度からは、障がい援護課基幹相談・権利擁護

係が新設され、２か所体制となりました。あ

しすとの方はですね、左の丸の方ですね、障

がい者等への相談支援という個別支援の方を、

主に担当します。基幹相談・権利擁護係の方

が、③、④、資料でいうと右の下の方に、く

くってあるところです。地域の相談援助、相

談支援の支援者援助というところと、自立支

援協議会の関与を通じた地域づくりの業務と

いうところを行います。 

さらにですが、権利擁護という事業もあり

まして、先ほど法律相談の話もありましたけ

れども、相続の相談というのは、おつなぎみ

たいなところまではしているところなのです

けれども、１番のメインのところが、成年後

見制度のご案内というところで、老い支度を

含めた、ノートの活用ですとかを、高齢のセ

クションと、障がい、精神保健センターです

とか、障がい援護課全体が、相談受付機関と

なって、そういった親御さん、ご自身の、何

かあった時の対応といったところも、やって

います。 

次にですね、３ページ目になります。自立

支援協議会と相談支援の関係についてを、こ

ちらの表は、国の資料の抜粋のところなので

すけれども、示しています。自立支援協議会

は、個別の相談支援で明らかになった課題を

共有し、地域のサービス基盤を強化する役割

があります。例えば、下のフローのところで

言うと、右の報告ところの相談支援というと

ころから右の矢印が、①でのびています。そ

うした事例の報告を受けたら、事務局ですね、

基幹相談支援センター私どもや、区の事務局

が、それを整理し、上の矢印、協議会のとこ

ろ、皆さんのところに発信していき、協議会

の皆様の意見を参考にしながら、地域の課題

の抽出と、課題解決に向けた検討といったと

ころを行っています。 

次にですね、３のところの上から、４行目

のところに、例で地域体制強化共同支援加算

というのは、少しこう相談支援事業所さん向

けの、マニアックな情報提供になるんですが、

ワンペーパーＡ４判でも②というのを加えさ

せていただいております。地域体制強化共同

支援加算という仕組みもありまして、これは

一定の条件を満たした相談支援事業所が、利

用者支援に関する地域の課題解決に向けて、

自立支援協議会に報告することで、算定でき

るものです。これは他のサービスにはない特

徴的な加算で、そういう意味では、相談支援

事業所は、利用者やご家族の課題解決の支援

をするだけではなくて、サービス事業所です

とか、地域生活拠点等ですとか、様々なとこ

ろと連携体制を構築して、地域の課題を解決

して、報告を行うという役割も、相談支援事

業所さんの中には期待されていますというと

ころを示しているものです。 
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次のページの４番が、相談支援専門員の目

指す姿というところで、こちらは東京都の相

談支援の研修検討委員の作ったものでありま

すが、相談支援と地域というものが、真ん中

のところに大きく書かれています。こうした

目標を目指し、東京都と足立区では、相談支

援専門員の育成や研修の取り組みを、進めて

います。 

このバージョン８の４の資料の、右の上の

ところはですね、国が考える地域や立場の違

いによる相談支援専門員の役割というのが、

一層、二層、三層と、分かれています。こち

らを足立区版に置き換えたものが、次のペー

ジの５番のところになります。 

最後に、足立区の現状のところです。地域

づくりの中心は、基幹相談支援センターと自

立支援協議会となっていますが、足立区では

これらの基幹的な業務に、主任相談支援専門

員や、地域生活支援拠点等を担う相談支援事

業者さんとか、指定管理業務を担うふれんど

りぃに関わっていただいております。今日お

集りの相談支援部会の委員さんの中にも、こ

ういう基幹の事業に携わっていただいている、

メンバーの方が多く出席されていると思いま

す。足立区としては基幹相談支援センターと、

こちらの委員の皆様と連携をとって地域づく

りを進めていきたいと思いますので、第二回

以降も引き続き、闊達な議論の方を、よろし

くお願いいたします。 

簡単ですが、私どもの新設の事業の紹介と、

相談支援の現状について、報告をさせていた

だきました。ありがとうございます。 

 

〇中沢事務局員 

 ありがとうございます。相談支援部会の、

一つの重点課題のところで、相談支援体制の

機能充実、相談支援従事者の資質の向上とい

うところが一つのテーマになっております。

何よりも今日の話でもありましたけれども、

切れ目のない支援をしたり、狭間に陥らない

ような形の支援をするために、何が大切かと

いうところの一つとして、そこを受け止める

相談機能と、それをやる職員さんの資質向上

というところをどうやって広げていくか、そ

このところが、第二回の話し合いの中でやっ

ていければいいかなと思っております。 

そこのところでですね、第二回につきまし

ては、８月２８日水曜日、午後からとなりま

すけれども、そこの中心を担う、相談支援従

事者の資質向上というところで、ご意見賜り

たいと思っております。 

何よりも、今回につきましては、この会の

スタートラインをきるという形で、こちらか

ら発信する部分が多かったと思いますけれど

も、協議会と支援部会ばネットワークという

形になりますので、いかにここにいる皆さん

達と、お顔が見える関係を作って、こちらか

らただ一方通行の運営でなく、回を重ねると

ことで、網目のようにつながっていくことが

できれば、この支援部会というのがうまくい

ったという形になるかと思っています。です

ので皆さんからの声をどれだけ、こちらも含

めて、大切にするか、様々な視点をいただけ

るかというところを、考えていきたいと思い

ます。一方通行にならずに、双方通行で、意

見交換ができる場を設けていけるように努力

していきたいと思いますので、引き続き皆さ

んの声を大切に、ご意見いただければと思っ

ていますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

少し時間、超えてしまいましたけれども、

以上をもちまして、第一回相談支援部会の方

を、終了させていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

 


